
企
業
の
労
務
管
理
に
多
大
な
影
響
を

与
え
る
労
働
基
準
法
の
大
改
正
が
検
討
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
現
在
も
議
論
が
続
い
て

お
り
ま
す
が
、
こ
の
ま
ま
労
働
基
準
法
の

改
正
が
行
わ
れ
る
と
、
抜
本
的
な
改
正
は

実
に
４
０
年
ぶ
り
と
な
り
ま
す
。
具
体
的

な
改
正
の
内
容
や
施
行
時
期
は
未
定
で
す

が
、
よ
り
従
業
員
の
働
き
方
を
大
切
に
し

た
改
正
が
検
討
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

で
は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
改
正
が
行

わ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
か
、
そ
の
一

部
と
必
要
と
な
る
実
務
の
ポ
イ
ン
ト
を
解

説
し
ま
す
。

①
連
続
勤
務
の
上
限
規
制

現
行
制
度
で
は
従
業
員
に
対
し
て
毎
週

１
日
か
特
例
で
４
週
４
日
の
休
日
付
与
が

義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
極
論
を
言
え
ば

４
８
日
間
の
連
続
勤
務
が
可
能
で
す
。
そ

こ
で
、
改
正
後
は
連
続
勤
務
日
数
が
原
則

１
３
日
以
内
に
制
限
さ
れ
る
予
定
で
す
。

②
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
の
義
務
化

現
行
制
度
で
は
前
日
の
退
勤
か
ら
翌
日

の
出
勤
ま
で
休
息
を
確
保
す
る
勤
務
間
イ

ン
タ
ー
バ
ル
制
度
（
１
１
時
間
の
以
上
の

休
息
を
推
奨
）
が
あ
り
、
こ
れ
は
努
力
義

務
で
す
。
そ
れ
を
改
正
後
は
、
原
則
１
１

時
間
以
上
の
休
息
の
確
保
が
企
業
に
義
務

付
け
ら
れ
る
予
定
で
す
。

③
法
定
休
日
の
明
確
な
特
定
義
務
化

現
行
制
度
で
は
法
定
休
日
が
事
前
に
特

定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
休
日
出
勤
の
割

増
賃
金
の
計
算
に
お
い
て
労
使
間
で
ト
ラ

ブ
ル
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ

で
、
改
正
後
、
企
業
に
は
従
業
員
ご
と
に

法
定
休
日
を
事
前
に
特
定
し
、
そ
の
日
付

を
明
示
す
る
義
務
が
課
さ
れ
る
予
定
で
す
。

④
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
柔
軟
化

現
行
制
度
で
は
、
テ
レ
ワ
ー
ク
の
日
と

通
常
勤
務
の
日
が
混
在
す
る
働
き
方
で
フ

レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
を
適
用
す
る
の
が
難

し
い
状
況
で
し
た
。
そ
こ
で
、
改
正
後
は

必
ず
出
勤
し
、
始
業
・
終
業
時
刻
を
企
業

側
が
決
定
す
る
「
コ
ア
デ
イ
」
を
設
定
す

る
仕
組
み
が
導
入
さ
れ
る
予
定
で
す
。

今
後
の
制
度
改
正
は
突
発
的
か
つ
複
雑

化
す
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

●
連
続
勤
務
の
上
限
規
制

●
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
の
義
務
化

●
法
定
休
日
の
明
確
な
特
定
義
務
化

●
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
見
直
し

●
副
業
労
働
事
案
通
算
ル
ー
ル
の
見
直
し

●
法
定
労
働
時
間
「
４
４
時
間
」
の
特
定

措
置
の
廃
止

●
有
給
休
暇
の
賃
金
算
定
に
お
け
る
通
常

賃
金
方
式
の
原
則
化

な
ど

労
働
市
場
に
参
加
す
る
人
の
数
「
労

働
人
口
」
が
２
０
２
５
年
の
平
均
で
、
初

め
て
７
０
０
０
万
人
を
超
え
ま
し
た
。

３
年
連
続
で
過
去
最
多
を
更
新
し
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。
人
口
減
少
の
中
、
女
性

や
高
齢
者
を
中
心
に
、
働
く
人
の
数
が
増

え
た
こ
と
が
大
き
な
理
由
で
す
。
総
務
省

統
計
局
の
予
想
よ
り
速
い
ペ
ー
ス
で
増
え

て
い
ま
す
。

政
府
が
見
直
し
を
進
め
る
外
国
人
政
策

を
巡
り
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
は
２
月
２

４
日
、
在
留
資
格
「
技
術
・
人
文
知
識
・

国
際
業
務
（
技
人
国
）
」
で
外
国
人
労
働

者
を
派
遣
す
る
際
、
派
遣
元
に
対
し
、
派

遣
先
で
専
門
的
な
業
務
に
就
く
こ
と
を
確

約
す
る
誓
約
書
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
を

決
め
た
。
３
月
９
日
か
ら
運
用
を
開
始
し
、

派
遣
先
に
も
同
様
の
誓
約
書
を
求
め
る
。

技
人
国
は
大
卒
な
ど
専
門
職
向
け
の
在

留
資
格
だ
が
、
派
遣
先
で
単
純
労
働
に
従

事
し
て
い
る
資
格
外
活
動
が
指
摘
さ
れ
問

題
と
さ
れ
て
い
た
。

技
人
国
は
理
工
系
な
ど
の
技
術
や
、
文

系
の
法
律
・
経
済
・
翻
訳
・
通
訳
、
海
外

取
引
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー

向
け
の
就
労
資
格
で
、
近
年
留
学
生
の
増

加
に
よ
り
急
増
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
派
遣
元
の
事
業
者
な
ど
が

派
遣
先
に
対
し
「
資
格
外
の
業
務
も
可
能
」

と
誤
っ
た
説
明
を
行
い
、
単
純
労
働
に
従

事
さ
せ
る
ケ
ー
ス
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。

人
手
不
足
の
中
、
資
材
の
運
搬
な
ど
単
純

労
働
に
技
人
国
の
外
国
人
を
充
て
る
事
案

も
あ
り
、
入
管
難
民
違
反
（
不
法
就
労
助

長
罪
）
に
問
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま

た
、
違
反
に
問
わ
れ
た
場
合
は
、
技
能
実

習
生
（
育
成
就
労
）
や
特
定
技
能
外
国
人

の
受
入
れ
も
出
来
な
く
な
る
。

政
府
は
１
月
２
３
日
に
決
定
し
た
外
国

人
政
策
の
新
た
な
基
本
方
針
で
、
技
人
国

に
つ
い
て
「
受
け
入
れ
機
関
で
専
門
的
な

業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め

の
方
策
を
検
討
」
と
明
記
。
自
民
党
の
外

国
人
政
策
本
部
が
１
月
に
ま
と
め
た
提
言

は
「
派
遣
先
で
専
門
的
な
業
務
に
従
事
さ

せ
る
こ
と
を
、
派
遣
元
に
受
け
入
れ
時
に

誓
約
さ
せ
る
」
と
の
案
を
盛
り
込
ん
で
い

た
。
な
お
、
虚
偽
申
請
と
判
明
し
た
場
合
、

在
留
資
格
を
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り

得
る
と
い
う
。
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「
労
働
基
準
法
大
改
正
」へ
の
準
備

「
技
人
国
」
単
純
労
働
従
事
の
指
摘
受
け

検
討
さ
れ
て
い
る
改
正
内
容

労
働
人
口
７
０
０
０
万
人
越
え


